
これまでの取組み

2015年より住民の皆様との対話等を実施して参りました。
2020年3月からの新飛行経路の運用および国際線増便を発表しました。

引き続きわかりやすい情報提供に努めて参ります。

 国土交通省は、日本の豊かな暮らしを将来の世代に引き継ぐため、羽田空港
の国際線を増便し、世界との結びつきをさらに深めていく必要があると考え
ています。

 その具体化を進めるにあたっては、まず、その必要性や実現方策についてで
きる限り多くの方々に知っていただくべく、約１年をかけて、今回の提案の
背景、音の聞こえ方、環境や安全確保等の課題に対しどのような対策が取り
得るかなどについて情報提供を行って参りました。また、住民の方々の多様
なご意見を伺い、その内容について幅広い共有に努めてきたところです。

 国土交通省では、2016年7月、このような取り組みの経緯を踏まえた上で、
実現方策として飛行経路の見直し以外の方策が見当たらないことの認識を含
め、羽田空港の国際線増便の必要性について改めて関係自治体と共有認識を
確認し、これまでの課題整理や自治体意見を踏まえた「環境影響等に配慮し
た方策」を公表しました。

ⅲ

 2019年8月7日、これまでの自治体協議や住民説明の取組み経緯を踏
まえ、国が関係自治体等と構成する協議会（「第5回 首都圏空港機能強
化の具体化に向けた協議会」）において、住民意見や自治体要望を踏ま
え、更なる追加対策を示しました。

 関係自治体からの発言いただき、国土交通省としては、引き続き心配の
お声があることや、いただいたご意見・ご要望をしっかりと受け止め丁
寧に対応する旨を回答しました。

 こうした状況を踏まえ、２０２０年３月２９日からの新飛行経路の運用
を開始・国際線増便を発表しました。

 また、できるだけ多くの方に知っていただき、ご理解を頂けるよう、正確で
わかりやすい情報提供に引き続き取り組んで参ります。

※「試験飛行」から「実機飛行確認」への表現変更の理由や実施内容等については、ホームページをご覧ください。



これまでの取組み

フェーズ１では、
まず、その必要性や実現方策についての
コミュニケーションが行われました。

 羽田空港の国際線の増便に関する検討を進めるにあたっては、まず、その必要性や
実現方策について、できる限り多くの方々に知っていただきたいと考え、有識者の
助言も得つつ、あらかじめプロセスや手法を決定しました。また、このプロセスに
基づく双方向の対話を、約１年にわたり２つのフェーズに分けて進めてきました。

 フェーズ１では、2015年7月から9月まで開催された説明会（オープンハウス型）の
ほか、ホームページ、ニュースレター等を通じ、その必要性や実現方策について情
報提供を行いました。

説明会（フェーズ１）
の開催

 より多くの来場機会を提供し、それぞれの
ご関心にきめ細やかに対応するため、オー
プンハウス型の説明会を開催しました。

 主要ターミナル駅周辺で、土、日を含め各会場
数日間開催。職員が期間中常駐し、来場者にマ
ンツーマンで対応。

 開催については、国や自治体の多様な広報ツー
ルを組合せ、広報を実施。

 2015年7月22日～9月15日、１都２県の16会場
で全48日間で開催（来場者数 約6,000名）。

開催の模様（船堀会場）

フェーズ１の意見要旨
（2016年11月17日報道発表、 ニュースレター第２号）

 様々な立場、職業、地域にお住まいの方
から、多様なご意見を伺いました。

 意見については、趣旨や内容に応じ整理
した上で、広く知っていただくべく、報
道発表やニュースレターでの情報発信に
努めました。

 さらに、ご意見を踏まえ、フェーズ2で
取り組むべき課題を整理しました。

意見要旨の公表と
取り組むべき課題の整理

フェーズ２に向けた課題整理
（ニュースレター第3号）
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これまでの取組み

フェーズ２では、
フェーズ１で明らかとなった課題に対応するため

さらなる情報提供が行われました。

 いただいたご意見等から明らかになった課題に対応するため、まず、今回の提案の背
景や検討された他の選択肢の検証結果について、より詳しく情報提供を行いました。

 また、音の聞こえ方や見え方について、実感に近い形で体験いただけるよう、説明会
に専用機器を設置し、来場者一人一人の方に体験いただきました。

 さらに、不安や懸念の声を踏まえた各課題に対し、どのような配慮や対策ができるか、とり得る
対策の方向性(環境影響や安全に配慮した実現方策の案）などをお示しし、ご意見を伺いました。

フェーズ２の意見要旨
（2016年4月19日報道発表、ニュースレター第４号）

説明会（フェーズ２）
の開催

開催の広報をより強化しつつ、フェー
ズ１と同様、オープンハウス型の説明会
を開催しました。

 2015年12月11日～2016年1月31日、
 １都２県の18会場で全47日間（来場者数 約

5,100名）

 提案の背景や影響についての情報提供を踏まえ、
改めて多様なご意見を伺いました。

 環境や安全へ配慮するための対策についても、
様々な要望やご意見をいただきました。

 報道発表、ニュースレター等での情報発信を通
じ幅広い共有に努めるとともに、いただいたご
意見を踏まえ「環境影響等に配慮した方策」の
検討に着手しました。

意見要旨の公表と
「環境影響等に配慮した方策」

の検討着手

フェーズ２での情報提供内容
（ニュースレター第４号）

来場者の方一人一人に
音の聞こえ方や見え方を
体験いただきました
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フェーズ２までのご意見や自治体の要望等を踏まえ、
「環境影響等に配慮した方策」の検討、協議を進めました。

これまでの取組み

 羽田空港の国際線の増便の必要性については、多くの方々に共通する関心事項であった一方で、
様々なご心配の声や対策を求める声も伺ってきました。このため、フェーズ２では、課題に対する対
応策として、環境影響や安全に配慮した実現方策の方向性について重点的な情報提供を行い、
改めてご意見を伺いました。

 国土交通省では、これらの意見や自治体の要望等を踏まえ、環境影響等に配慮した実現方策
について更なる検討を進め、ホームページやニュースレター等で情報発信を行いつつ、関係自治体
との協議を重ねて参りました。

騒音の想定値を
きめ細かく示してほしい。

新飛行経路の運航便数
を減らしてほしい。

落下物対策を強化
すべきではないか。

飛行高度の変更を
検討してほしい。

新飛行経路の運用開始
時間を遅らせてほしい。

影響が大きい地域には
防音工事を実施すべき。

更なる安全対策を
実施すべきではないか。

いただいたご要望の内容や
方策の検討状況についてのお知らせ

（ニュースレター第４号、第５号）

環境影響等に配慮した方策の検討について
（2016年4月19日報道発表、ニュースレター第５号）
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これまでの取組み

関係自治体等と構成する協議会において
「環境影響等に配慮した方策」を公表しました。

 2016年7月28日、これまでの自治体協議や住民説明の取組み経緯を踏まえ、国
が関係自治体等と構成する協議会（「第４回 首都圏空港機能強化の具体化に向け
た協議会」）において、住民意見や自治体要望を踏まえた「環境影響等に配慮し
た方策」を示しました。

 協議会では、これまでの取り組みの経緯を踏まえた上で、実現方策として飛行経
路の見直し以外の方策が見当たらないことの認識を含め、羽田空港の国際線増便
の必要性について改めて関係自治体と共有認識を確認しました。

 また、国と関係自治体は、引き続き協力して、２０２０年東京オリンピック・パ
ラリンピック競技大会やその先を見据え、環境影響等に配慮しつつ、２０２０年
までに羽田空港の年約３．９万回の空港処理能力拡大の実現に取り組むことを確
認しました。

 具体的には、以下について、更なる対応を進めて参ります。

 国は、関係自治体の協力も得ながら、引き続き丁寧な情報提供に努める。

 環境影響等に配慮した方策について、自治体要望や住民意見等も踏まえたも
のであることを確認。今後、更なる具体化を進める。

 羽田空港機能強化に必要となる安全施設の整備に係る工事費、環境対策費に
ついて必要な予算措置を進める。

環境影響等に配慮した方策
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フォローアップ（フェーズ３・フェーズ４・フェーズ5）では、
公表した「環境影響等に配慮した方策」について、

詳しい情報提供が行われました。

これまでの取組み

 国土交通省では、2016年7月に発表した「環境影響等に配慮した方策」を踏まえ、新飛行経路

の具体的検討や落下物対策など、より具体的な対策についての検討を引き続き行っています。

 2017年1月から5月にかけてフォローアップ（フェーズ３）、また、2017年11月から2018年2月にかけ
てフォローアップ（フェーズ４）を実施。住民説明会等を通じて、具体化に向けて配慮すべき内容等に
ついて、わかりやすい情報提供を行いました。

フォローアップ（フェーズ3・
フェーズ４）における説明会開催

フォローアップ（フェーズ3・フェーズ４）では、
これまでと同じく、オープンハウス型の説明会を
開催しました。

＜フェーズ３＞
 2017年1月11日～5月10日、
 １都２県の16会場で全16日間（来場者数 約2,300名）

＜フェーズ４＞
 2017年11月1日～2018年2月17日、
 １都２県の16会場で全16日間（来場者数 約3,400名）

来場者の方に国土交通省の職員から、環境影
響等に配慮した方策等の詳しい情報が説明され
ました。
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フェーズ5の意見要旨
（2019年11月6日報道発表、ニュースレター第12号）

情報発信拠点の設置
（各自治体等に適宜設置）

 2018年3月には、世界的にも類をみない落下物防止対策基
準の策定、補償等の充実を主な内容とする「落下物対策総合
パッケージ」がとりまとめられ、2018年12月から2019年2にかけ
て実施したフォローアップ（フェーズ5）にて、わかりやすい情報
提供を行いました。

フォローアップ（フェーズ5）
における説明会開催

フォローアップ（フェーズ5）では、
これまでと同じく、オープンハウス型の
説明会を開催しました。

また、要請のあった関係自治体と相談
のうえ、地域説明会も開催。

＜オープンハウス型説明会＞
 2018年12月15日～2019年2月23日
 １都２県の31会場で全36日間

（来場者数 約11,100名）

＜地域説明会＞
 2018年12月20日～2019年6月19日
 都内13区で、全49回

（来場者数 約2,800名）



これまでの取組み
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関係自治体等と構成する協議会において
「羽田空港機能強化に向けた追加対策」を示し、

新飛行経路の運用開始と国際線増便を発表しました。

 2019年8月7日、これまでの自治体協議や住民説明の取組み経緯を踏まえ、国が関係
自治体等と構成する協議会（「第5回 首都圏空港機能強化の具体化に向けた協議会」）
において、住民意見や自治体要望を踏まえ、更なる追加対策を示しました。

 関係自治体は、
・国がこれまで実施してきた騒音・落下物対策や情報提供および、協議会で新たに示し
た追加の対策について評価する旨および国に対してしっかりとした対策を講じること

・今後、羽田空港の機能強化に関してスケジュールに基づいて進めること
・羽田空港の機能強化に関し、国の事業として国の責任の下で進めるものと理解している
・首都圏全体での騒音共有の実現として評価する

旨等を発言いただきました。

 国土交通省としましては、引き続き心配の声があることを踏まえ、いただいたご意見・
ご要望をしっかりと受け止め丁寧に対応する旨回答しました。

 こうした状況を踏まえ、２０２０年３月２９日からの新飛行経路の運用を開始・国際線
増便を発表しました。

騒音への影響をできる限り小さくすべく、取組を実施します。

世界に類を見ない厳しい基準を策定し、対策を強化します。

引き続き、様々な手法を用いた丁寧な情報提供を行っていきます。

 国土交通省は以下についての対応を徹底します。



これまでの取組み
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